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論文

保育の質を高めるためのこどもソーシャルワークに関する一考察
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はじめに

,､て，都市化や核家族化．少子化近年，日本社会において，都市化や核家族化．少子化

などに伴い，家庭の教育力が低下しているという指摘が

あり，そのことを解決すべく，幼児教育や家庭教育に強

い関心が寄せられている。たとえば，近年の政策におい

ても，２００６（平成18）年に改正された教育基本法では．

第１０条に「家庭教育｣，第１１条に「幼児期の教育」の条

文が追加されている。家庭という私的領域で行われる家

庭教育について，そのあるべき姿がなされ，また義務教

育段階とは異なるものとして位置づけられていた幼児期

の教育が，子どもの人間形成の基礎を培う重要なものと

して明記されたのである。

就学前の子どもの居場所として，第一に家庭があり，

そして地域があるが，３歳児の約7割が幼稚園や保育所な

どを利用し，４歳児，５歳児に至っては，ほとんどすべて

の子どもが幼稚園や保育所などの就学前の幼児教育・保

育機関を利用している。それ以外にも，お稽古事や通信

教育などの幼児教育産業が提供する幼児教育の場を利用

する者も多い。つまり，保護者は，幼稚園や保育所には

社会性や人間関係の育ちを求め，幼児教育産業には学習

面の育ちを期待し，幼稚園・保育所と幼児教育産業を使

い分けているということである。このことは，幼児の生

活が多忙化するという点でも気掛かりであるが，それ以

上に，保育の本質が保護者に理解されていないというこ

とを端的に示しているのではないだろうか（住ｍ・山瀬・

片桐2012)。

また，近年の社会状況と人びとの生活の変化に対応す

るためソーシャルワークが，より高度で専門的なものへ

と進展することを求められている。しかし．一方で，社

会福祉に関係した各種の資格制度の出現によって社会福

祉教育は，混乱を深めている。また，多様化した社会福

祉施策の進展とともに，規制緩和によって社会福祉産業

が急速に発展し、他方では深刻な問題が生じてきてい

る。このような現実から．改めてソーシャルワークとは

何なのかが厳しく問われている（太m・安井・小柴住

2010)。今後，ソーシャルワークは．子どもの分野では，

とりわけ保育分野において子どもへの支援とともに保護

者支援での有効役割が期待されているといえる。しか

し，現状では，保育分野においては有効に活用できてい

るとは言い難い。
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１．研究の目的及び方法・倫理的配慮

研究の視点として現代社会では．家族の状況も変化し

つつある。共働き世帯は増加し，以前は，子育てや老人

介護などの家族や地域で担ってきた生活の部分が外部化

され，かつての相互扶助関係も希薄化してきている。つ

まり，私的な生活の中で営まれてきたケア機能が独立

し，新たに社会的公的ケア領域へとしてシフトはじめて

いる。高齢者や障碍者，低所得者などの分野ではソー

シャルワークは充実してきているが，子どもの分野の

ソーシャルワークは障碍児，スクールソーシャルワーク

などの分野を除いて進歩をしていないのではないだろう

か。とりわけ，乳幼児の分野は，そのような傾向がみら

れる。保護者への支援においては，近年，幼稚園や保育

所に入所する子どもの家庭の在り方は変容し、保育現場

等では，様々な保護者に対する支援を必要とされてい

る。保育者には様々なクレーム対応に迫られている。そ

れ以上に．複雑な事情を抱える家庭や人間関係の希薄化

が進む中で保護者への支援に苦慮し，保育者の心理的負

担にもつながっている（笠野2016)。このような現状と

課題をふまえ，本稿では，ソーシャルワークについて整

理し、子どもと保護者を第一義的に考えた保育ソーシャ

ルワークのあり方を念頭に，子どもの最善の利益と保護

者への支援を考えた保育現場を中心としたソーシャル

ワークの役割について検討することを研究の目的とす

る。

研究方法として先行研究の文献などをもとに，文献研

究を行うこととする。倫理的配慮として，文献などの取

り扱いについては，自他の研究を引用・参照した場合に

は，引用・参照した文献の存在を明示するなど慎重に取

り扱う。人物、その他の情報に関してプライバシーと人

権の観点から配慮を行う。

２．日本における乳幼児保育の特徴

文部科学省がＯＥＣＤ「EducationataGlance（2009)」

より作成した資料によると日本の３，４歳児の幼稚園の就

園率および保育所の在籍率は84.4％と，ＯＥＣＤの平均

71.2％を大きく上回っており，３，４歳児のうち5人に4人

以上が幼稚園や保育所へ通う状況となっている（http:〃

wwwmext､gojp/b-menu/hakusho/html/…/detail/1296733.

ht､)。

また，2006年の新教育基本法以降の乳幼児保育・教育

法制の展開は，ケアと教育を統一し，さまざまな生活場

面や活動の中での子どもの能動的・主体的な活動を保障

２

するという，これまでの乳幼児保育・教育の理念と逆行

し，教育と保育を分断し，「教育」を通じて国家の新自

由主義的教育統制を強め，保育の専門‘性をlほめ規制緩和

の波にさらす方向に進んでいると思われる（小泉2015)。

演名（20'１）は，日本の幼児教育の特徴として．第一

に家庭という私的領域で行われる部分が大きく，各家庭

の階層や文化保護者の意識等によって，幼稚園も，初

等中等教育の学校と異なり，その8割を私学が占めてお

り，全国的な基準はあるものの，園によって独自性，多

様性に富んでいることを指摘している。どこの幼稚園や

保育所に通わせるのか，何の習い事やお稽古をするか

は，子ども自身よりも保護者側の価値観や意識によって

左右されるといえる｡

2.1．［保育士資格］

保育士は，「児童福祉法」にもとづく国家資格である。

保育士は，同法第18条第４項において「保育士の名称を

用いて，専門的知識及び技術をもって，児童の保育及び

児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業

とする者をいう｡』と位置づけられている。

保育士は，長い間「保母」「保父」の名称で呼ばれて

きたが，1999年４月の児童福祉法施行令の改正により「保

育士」という名称に変更された。また．2003年11月の児

童福祉法改正により名称独占資格として規定され，国家

資格となった。2003年「児童福祉法」の改正により，保

育士になるためには，保育士登録に登録（保育士登録制

度）し，「保育士証」の取得が必要となった。

保育士は，全国の保育所を中心に，児童養護施設や乳

児院，母子生活支援施設，障碍児施設などの児童福祉施

設等で保育や地域の子育て支援，その他病児保育，託児

所等の仕事があり，多種多様になっている。保育士は，

国家資格化以前から保育の専門家としての役割を果たし

てきたが，近年は，地域の子育て支援の専門職としての

役割にも期待が高まっている。

一方，幼稚園教諭とは，文部科学省の管轄で，学校教

育法に基づいて教育を行う教員である。「幼稚園は幼児

を保育し，幼児の健やかな成長のために適当な環境を与

えて．その心身の発達を助長することを目的とする「学

校」である。教育を目的とした施設での仕事になるので，

子どもの対象年齢は3歳～就学前であり，主な職場は，

幼稚園である。

2.2．［幼稚園教諭免許］

幼稚園教諭の場合，修士以上の学位を有する場合は専

修免許状，学士の学位を有する場合は一種，短期大学
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士・専門学校卒等の場合は二種免許状と学歴により異な

る。

しかし，2012年８月，「就学前の子どもに関する教育．

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正

する法律」（平成24年法律第66号）により，「学校及び児童

福祉施設としての法的位置づけを持つ単一の施設」とし

て，「幼保連携型認定こども園」が創設された。「幼保連

挑型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供す

る施設であるため．配置される職員としては「幼稚園教

諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有す

る「保育教諭」が位置づけられている。「幼保連携型認

定こども園」への円滑な移行を進めるため，改正認定こ

ども園法の施行後5年間は，「幼稚園教諭免許状」又は

｢保育士資格」のいずれかを有していれば．「保育教諭」

として勤務できる経過措置を設けているが，この間にも

う一方の免許・資格を取得する必要がある。

このため，2012年度に保育士養成課程等検討会におけ

る議論を踏まえ，経過措置期間中に幼稚園教諭免許状を

有し幼稚園等において一定の実務経験を有する者を対象

として保育士資格の取得に必要な単位数等の特例を設

け，免許・資格の併有を促進することとなっている。

３．子育て支援制度の意義

2003年８月７日，厚生労働省「次世代育成支援施策の在

り方に関する研究会」によって子どもや子どもを養育す

る家庭への支援に関する今後の方向性が示された報告書

として「社会連帯による次世代育成支援に向けて」がま

とめられている。この報告書が契機となって，子育て支

援を中心とする次世代育成支援施策の展開に向け，今

後，さらなる議論が積み重ねられることを期待したいと

述べられている。しかし，これまで，次世代育成支援施

策については，個々の制度，施策ごとに論議されること

が多く，制度の横断的に，しかも，財源の在り方を含め

た総合的な検討が行われることはほとんどなかった。そ

れだけに施策全体をトータルに捉えた本報告書は，着

想．先進性などの点で有意義なものと考えるが，他方，

改革の実現に向けた具体策，手順などについての十分な

検討には至らなかったとある（厚生労働省2003a)。

その報告書の中には．「保育」という言葉が１００カ所以

上使用されている。また．「保育の質の確保」に触れて

あるものの具体的な内容はない。しかし，保育の質の向

上として保育所利用児童が増加するとともに．家庭の子

育て力が低下している中で，保育士が有する保育につい

３

ての専門的な知識やノウハウは，子どもの健やかな育ち

を支える上で亜要な資源ともいうべきものである。この

ため，今後とも，教育や研修等による施設長や保育士の

資質の向上を通じて，保育の質を確保．向上させていく

ことが必要である。また。保育所が地域子育て支援セン

ターとして，家庭の子育て力の低下を踏まえ，ソーシャ

ルワーク能力など専門‘性を高めていくことが求められる

とある。報告書全体で保育所における「ソーシャルワー

ク」という用語が3カ所使用されている。運営の効率化

の中で，公営保育所は．障碍児など特に配慰が必要な子

どもたちへの対応など，公営としてふさわしい特色ある

取組を地域の拠点施設として進めるほか，経験のある保

育士が地域子育て支援事業や，さらには近年増加してい

るソーシャルワーク的支援を必要とする家庭の子育て支

援など，対応に迫られているとあるがソーシャルワー

ク的支援は公立保育所のみならず私立保育所は充実して

いるかといえば疑問が残るところである。また。専門性

の確保では，具体的には，特別な配慮を必要とする家庭

や子どもにも対応できるような子育て支援のためのコー

ディネート機能を市町村単位として拡充していくほか，

保育所等が地域子育て支援センターとして．広く地域の

子育て家庭の相談に応じるとともに，虐待などに至る前

の予防対応を行うなど，一定のソーシャルワーク機能を

発揮していくことが必要である。このため．一定の実務

経験を積んだ保育士等をこうした役割を担うスタッフと

して養成する等の取組を進めていくことが必要であると

述べられている。しかし，この報告書を受けた「次世代

育成支援施策の在り方に関する研究会報告:苫のポイン

ト」の中にも，保育所におけるソーシャルワーク機能に

ついては，子育て力が低く特別な配慮を要する家庭にも

対応できるよう，市町村を単位とするコーディネート機

能，保育所等におけるソーシャルワーク機能の発揮が必

要とあるだけで，具体的なことには触れられていない

（厚生労働符2003b)。

1965年に保育所保育のガイドラインとして制定された

保育所保育指針（以下「保育指針」という｡）は，1990年．

2000年の改定を経て．2008年，３度目の改定が行われた。

保育指針は，これまでの局長通知から厚生労働大臣によ

る告示となり．保育所の役割と機能が広く社会的に重要

なものとして認められ，それ故の責任が大きくなった。

このことは，指針が法的な拘束力を持つようになり，保

育所保育というものの重要性が認識されるようになり．

法的な力によって子どもを虐待などから守ることが可能
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になるということも含まれるのではないだろうか。これ

により全国の認可保育所では，保育指針に規定されてい

る基本原則を踏まえ，保育所の機能及び質の向上に努め

なければならないとされた。2008年の改訂の要点の一つ

は，保育所の役割の明確化として「子どもの保育を総合

的に実施する役割を担うとともに，保護者に対する支援

(入所する児童の保護者に対する支援及び地域の子育て家庭に

対する支援）を行うこと」と，子どもだけでなくその保

護者への支援も保育士の役割であることが明記されたこ

とである。加えて，保育所に入所する子どもの保護者に

対する支援及び地域における子育て支援について，子ど

もの成長の喜びの共有，保護者の養育力の向上に結びつ

く支援，地域の資源の活用などが明文化された。2008年

の厚生労働省，保育所保育指針解説書の中に，保育所に

おいては，子育て等に関する相談や助言など，子育て支

援のため，保育士や他の専門性を有する職員が相応に

ソーシャルワーク機能を果たすことも必要になる。その

機能は，現状では主として保育士が担うこととなると記

された。保育の役割の中に，子どもに対する保育だけで

なく，その保護者への支援も保育士の役割であることが

明記された。これにより．子どもへの保育という「ケア

ワーク」に加え，その専門性を生かした「ソーシャル

ワーク」的機能を特に保護者支援において発揮するとい

う，新たな役割が期待されていることが示された。その

他，保育指針の根拠法令，関連法令や幼稚園教育要領な

どとの整合性がこれまで以上に図られていることも，改

定の特徴である。それらを踏まえ，保育所が社会的責任

を果たしていくとともに，保護者支援を含めた保育の内

容の充実や子どもの保育，教育を担う保育士の専門性の

向上が求められている（厚生労働省編2008:184）証しでも

あるということであると述べられている。

近年，保育所の役割･機能は多様化し，保育は，教育，

ケア的側面だけではなく，ソーシャルワーク的側面での

期待が大きく，保育所や保育士の果たす役割は大きいと

言われている。子育ての第一義的責任は保護者にあるも

のの，仕事との両立などのため子育て支援を必要として

いる人は多い。身近な人によるサポートや保育所等にお

ける子育て支援が果たす役割は非常に大きいといえる。

保育所や保育士については子どもの発達に即した保育・

教育を行うことはもちろんのこと地域の子育て家庭に対

する支援，在園児やその保護者に対する支援，において

も重要な役割を担っている（松尾2014)。このことから

保育者の業務は「ケア機能」「エデュケーション機能」

４

｢カウンセリング機能」「ソーシャルワーク機能」と多岐

にわたっているといえる。

４．ソーシャルワークとは何か

ソーシャルワークとは何か整理する。ソーシャルワー

クについて，多くの論文や著書がある。ソーシャルワー

クに関しての論文は，CiNii1)から「ソーシャルワーク」

と検索すると5,155件（20'6年３月'日現在）ヒットした。

ソーシャルワークは，「人びとが社会的機能を効果的

な水準まで達成するのを助け，すべての人びとの福祉

を高めるために社会変革をもたらす応用科学である」

(Barkerl999:455）といわれている。ソーシャルワークは，

その使命を果たすために，林（2015）によると『ひとと

は何か」「社会とは何か」を深く読み解くために学問領

域を超えた多様な知見を必要とすることを意味する。し

かしながら，ソーシャルワークは，現実の生活問題を対

象とすることから，日々変わりゆく人びとの暮らしの中

で起きる社会事象に目を向け，生きる場で展開される実

践をとおして「ひとや社会」を今ひとたび探索すること

を必要とする。これが実践学と言われる所以であり，

ソーシャルワーク研究が実践の科学化をめざす意味をも

つとしている。つまり，制度や施策としての社会福祉を

前提にしながら，その効力を利用者の生活の中に実現す

るためには，参加と協働からなるソーシャルワークとい

う実践活動に関わっているといえるのではないだろう

か。

ソーシャルワークとは，個人や集団に対しての対人援

助および相談業務だけのことではない◎秋元（2009）は

｢ソーシャルワークとは人々の福祉を増進するための

｢専門職ｊであり，「社会革命」と「人間関係問題解決」

と人々の「エンパワメント／解放」に努める。ソーシャ

ルワーク「社会システム」と「人間行動」の双方の理論

に限り，「人間」と「環境』の接するそのインターフェ

イスに介入する。そして，「人権」と「社会主義」その

ものを根本原理とする」と述べている。ソーシャルワー

クは，人々とその環境の間の複雑な相互作用に働きか

け，すべての人々がもっている可能性が実現できるよう

援助し，その人の生活が，安定しその人らしく生きるこ

とを指しているといえる。専門職であるソーシャルワー

カーは，対象者を自分の価値観で見ないで，すべての人

の人権を尊重し，支援することが平等，公正な社会につ

ながるということであろう。

日和（2014）は，ソーシャルワーカーの専門性に関し，
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ソーシャルワークの専門性や専門職性が不明確であり，

ソーシャルワークを学んでいる者でさえも，その専門職

像をイメージすることはなかなか難しい。これは，ソー

シャルワークには他の対人援助専門職と共通する業務も

多く，ソーシャルワーカーだけが行っているわけではな

いこともあるからである。そのため，ソーシャルワーク

の専門性や専門職性を考えようとした場合，業務の実態

に着目すると．かえってその専門職性が見えづらくなっ

てしまうのではないかと考えられると述べている。ソー

シャルワークの専門性とは何かと理論づけてもそれを実

践する人は本来ソーシャルワーク専門の人でならなけれ

ばならないなどと定義づけて結果を出すことは，困難さ

を伴うのではなかろうか。

５．保育の質と保育におけるソーシャルワーク機能

近年，「保育の質」は，幼児期の保育を考える際の重

要なキーワードになっている。世界的にみれば現在ほど

乳幼児教育に公的投資がむけられる時期はなかったとい

われるように，社会全体が保育のあり方を重視する時期

にきている（OECD2002)。そして「見えない教育」であ

るがゆえに，先進諸国では各国共に保育の「質」保証の

ための評価のあり方が1980年代から大きな問題としてク

ローズアップされて議論されてくるようになってきた。

グローバル化とともに，尺度の開発を始めとして保育の

質をめぐる保育学研究者間での議論も，より積極的にな

されてくるようになってきている。しかし，保育の質の

定義は多様で（秋田・筑輪・商機2008)，保育者の子ども

への具体的な関わり方から保育の制度設計まで，多様な

側面から捉えられている。海外の保育の質をめぐる議論

や研究の整理としては，英米を中心とした動きに関して

は大宮（,996）などがすでに研究を始めていて．日本国

内においても秋田などが2008年を中心に研究している。

現在のCiNii2)の中でも「保育の質」というキーワード

を検索するとすでに392件検出している。「質」は相対的

な概念であり．多元的多様な次元の内容を含む概念であ

る（MOSS＆Pencel994)。保育においてもそれぞれの領域

や視点などで異なり，保育性で，カリュキラム，保育者

の資質，保育環境，保育実践などの問題が，全て質の問

題として語られている（Melhuish2001;Zaslow＆Beck

2006)。

そもそも「保育」とはなんであろうか。一定のコンセ

ンサスとして「乳児，幼児を対象として，その生存を保

障する『養護」と心身の健全な成長･発達を助長する「教

５

青ｊが一体となった働きかけ」（森上・柏女2013:２）とし

て説明される。

山内（2014）も「錠護と教育の一体としての保育」概

念として保育をとらえている。小学校でイメージされる

｢教育」を幼児に当てはめるのでなく，ケアとエデュケー

シヨンが一体となった「保育」こそが，乳幼児に対する

営みを的確に表していると述べている。

また，山内（2014）は現在の「保育」概念には，「幼

稚園」「保育所」の「公務としての保育」という側面が

内包され，地方自治体が「幼稚園」「保育所」の許認可・

実施責任をもち，「保育」を実践する「幼稚園」「保育所」

には，公共的な施設としての責任が求められてきたとし

ている。またそこで働く保育者にも，「幼稚園教諭免許

状」「保育士資格」を有することが義務づけられ，必然

的に公的な「保育の質」の保障における含意としての保

育の制度や実践を保育の質としてとらえている。長谷

(2015）は，「保育の質を乳幼児期の育ちは，後の学校と

いう場における知識の習得を可能とするための準備期間

としてあるのではない。発達の初期を身近な大人に支え

られながら，直接経験を経て周囲の大人や友だちとの関

係をはぐくみ，安心感や自信に裏付けられた興味や関心

を意欲として学ぶ過程である。そのためには，安心でき

る空間で信頼できる保育者と共に在ることが必要であ

る。『保育」は，それを実践する過程であり，そこに保

育の質がある」と述べている。

「保育の質」に関しては，定義として一般化できない

が，提供する保育の質．提供主体の組織の質，組織櫛成

全員の質でもあり，多面的である。保育を適切かつ円滑

に行うためには，組織的運営が必要である。別の角度か

らみると適切性，信頼と安心，快適性なども含まれるの

ではないだろうか。保育におけるソーシャルワークは．

保護者が支援を求めている子育ての問題や課題に対し

て，保護者の気持ちを受止めつつ．安定した親子関係や

養育力の向上をめざして行う子どもの養育（保育）に関

する相談．助言に関連した技術であることから保育の質

を高めるための一助であると．いえる。保育における

ソーシャルワーク機能は，先述したように2008年３月に

｢保育所保育指針」の改訂の中に，子どもに対する保育

だけでなく、その保護者への支援も保育士の役割である

ことが明記され，従来の役割にその専門性を生かした

「ソーシャルワーク」的機能を特に保護者支援において

発揮するということが示された。

しかし，そのソーシャルワーク機能については．幼稚
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園教諭には触れられていない。今後，増えるであろう認

定こども園の状況を予測すると，幼稚園教諭にも同様な

ことが言えるのではないだろうか。保護者支援におい

て，ソーシャルワーク機能を発揮していくということ

は．保育の質を高めるうえでも重要であろう。しかし，

2年間の保育士養成課程の中で，「ソーシャルワーク」の

概要を学べても，実践力につながるような「ソーシャル

ワーク」の内容まで，学べないのではないかと考える。

保育ソーシャルワークに関しての論文は，CiNii3)か

ら「保育ソーシャルワーク」と検索すると114件ヒッ

トした。「保育教育」は16,859件，「保育カウンセリ

ング」114件，「保育子育て支援」1,624件，「保育保

護者支援」４件，その他，ソーシャルワークと対比する

｢保育ケア」は614件だった（いずれも2016.3.21時点)ｏ

このことは．論文114件で内容により重複はあるものの

一概ではないが，保育者に求められることが多岐にわ

たっていることが言える。その他，「保育他職種連携」

は2件，「保育地域連携」は51件だった。その中で，保

育者におけるソーシャルワーク機能に着目し，述べてみ

たい。

６．保育ソーシャルワークとは何か

さらに，「保育ソーシャルワークとは何か」という問

題に対し，小川（2015）は新しい概念であり，いまだ統

一された見解は示されていないことに触れている。保育

ソーシャルワークの研究者は多数いるものの前述した小

川の論文より保育ソーシャルワークの先行研究として３

名の研究者の見解を表lにまとめた（末尾参照)。

小川（2015）は，鶴が指摘する保育士は児童福祉法に

基づく資格であり，本来は福祉（ソーシャルワーク）を

ベースとした実践が行われる必要があると論じている。

武藤（2013）は，高度経済成長期以降，子育て機能は家

族から外部化，社会化され，ケアワーカーである保母

(現保育士）によって部分的に代替されるようになった

が，依然として乳幼児の子育ての大部分は専業主婦の母

親の手に委ねられてきた。しかし'990年代に入ると，在

宅で子育てをしている母親の育児不安やストレスが顕在

化し，政府は次世代育成支援対策として，在宅での子育

てを支援する「子育て支援」という，新しい形の「子育

ての社会化（再社会化)」を打ち出した。このような子育

てをめぐる状況，施策の変遷をたどり，新たな「子育て

の再社会化」の下．保育士の専門性として保育というケ

アワークの知識・技能とともに新たにソーシャルワーク

６

的機能が求められていると述べている。

社会福祉士を考えた場合，本来のソーシャルワークの

専門家としての業務だけではなく，ケアワークにも関わ

りながら，社会福祉士の業務を行っている場合もある◎

現在の保育領域においてもソーシャルワークのみを担う

ソーシャルワーカーの受け入れは，現状では考えにく

い。保育というケアワークの技術をもつ保育士が，その

技術を活用しながら，子どもと保護者，家庭の状況を把

握し，子どもと家庭の福祉実現のためにソーシャルワー

ク機能を果たしていくことを考えた方が現実的である

が，保育士を取り巻く今日の状況を勘案するといささか

早急であり．現状からみると厳しいのではなかろうか。

また，保育士の立場が幼稚園や認定こども園の保育者

とは違う次元と考えているのであれば，保育現場のソー

シャルワークは保育士のみが中心に行うことに疑問が残

る。先述したように保育士には，ケア・エデュケーショ

ン・カウンセリング・ソーシャルワーク機能が求められ，

保育技術としてピアノを弾く，幼児体育を行う，環境設

営を行うなど多様なことが求められている。保育士養成

校では，最短2年間で資格を取得できる。現実的にみて

もこれらのことができるようになるまでは，かなりの時

間を要すると考えられる。

７．おわりに

子どもの権利条約4)において，子どもの最善の利益

(第3条）「子どもに関するすべての活動において，その

活動が公的もしくは私的な社会福祉機関，裁判所，行政

機関または立法機関によってなされたかどうかにかかわ

らず，子どもの最善の利益が第一次的に考慮される。」

(子どもの権利条約第3条I項)。「締約国は，親，法定保護

者または子どもに法的な責任を負う他の者の権利および

義務を考慮しつつ，子どもに対してその福祉に必要な保

護およびケアを確保することを約束し，この目的のため

に，あらゆる適当な立法および行政上の措置をとる｡」

(子どもの権利条約第3条2項)。「締約国は，子どものケア

または保護に責任を負う機関，サービスおよび施設が，

とくに安全および健康の領域，職員の数および適格性，

ならびに職員の適正な監督について，権限ある機関によ

り設定された基準に従うことを確保する｡」（子どもの権

利条約第3条3項）とある。

堀尾（1992）は，「子どもの最善の利益」と「意見表

明権」の関係について，「子どもの最善の利益というそ

の原理，そして，だれがそれを判定するのかという問題
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とかかわって，子どもこそ自分の意見を言うべきだろ

う。さもないと子どもの意見を尊亜することなしに，「子

どもの最善の利益ｊという言葉だけが一人歩きして．自

分たちがやっているのが子どもの妓善の利益だというこ

とになりかねない。それに対する大きな歯止めとして意

見表明の権利というものが位置づいていると述べてい

る。松本(2006)は，日本は1994年に「子どもの権利条約」

の批准国となり，特色としては子どもを「権利の享受」

の立場から「権利行使」の主体として捉えていることに

ついて論じ，条約全体のキーワードとして「子どもの岐

善の利益」という言葉があげられているが，これは子ど

も自身がどう考えるかという視点を受けとめ，大人と子

どもがお互いの納得を形成するよう話し合う態度を大切

にしていくことの必要性を示しているという見解を出し

ている。

保育者は，ケアワークとともに教育視点をもつべきで

あり，その他にも支援者あるいは援助者と同時に指導者

でもある。保育の対象者は．子どもだけでなく，保護者

にも広がっている。保育士は実習はもちろんのことピア

ノを弾くことや絵画制作などの保育技術を含め，２年間

の養成課程では，ソーシャルワークの枠組みは学べて

も，実際に専門的に現場で実践し応用し駆使するために

は，卒業後もソーシャルワークを継続的に学び，実践の

場を充足する必要性があるだろう。

日本におけるソーシャルワークの専門家として社会福

祉士，精神保健福祉士がいる。子どもに関わる関係者と

して医療分野では医師，薬剤師，保健師，希護師．理学

療法士,作業療法士等の医療従事者が存在する。その他，

栄養士，調理師などの職種もいる。それ以外にも臨床心

理士を含め子ども分野に関わる人々と連挑を取りなが

ら，地域を基盤としたソーシャルワーク機能を発揮して

いくべきではないかと考える。そのためには，子ども分

野のソーシャルワークの基盤を確立しなければならな

い。そして何よりも社会福祉士，精神保健福祉士などを

中心に子どものエキスパートとなるソーシャルワーカー

の養成が急務であろう。

一方，保育に携わる者のうち，ソーシャルワークを学

んでいない者は，これからどのようにソーシャルワーク

について取り組んでいけばいいか．また，保育士養成校

で学んだソーシャルワークをどのように現場に根付かせ

て，活用できるようにしていくのかなどの課題もある。

さらに，今後は，保育分野のソーシャルワークを鑑み

ながらソーシャルワークの専門家と称する社会福祉士や

７

桁神保健福祉士の子ども分野のソーシャルワークについ

ての取り組みの現状を把握し，そこからどのような課題

が浮かび上がるかの研究を深めていきたい。

表１小川（2015）による3名の研究者による保育ソーシャル

ワークの見解

研究者

伊藤良尚

柏女笠峰

鶴宏史

見解

子育て支援が大きな社会問題となり，その中核施
設として保育所が位置付けられた1990年以降に展

開されてきたテーマであり，子どもと保護者の幸
禍のトータルな保障に向けて．そのフィールドと
なる保育実践及び保護肴支援・子育て支援にソー
シャルワークの知識と技術・技能を応用しようと

するものであるといえるであろう。ただし，ソー

シャルワーク論の保育への単なる適用ではなく保

育の原理や間有性を踏まえた独自の理論．実践と
して考究されていくことが望ましい。

保育士の保育指導は．ソーシャルワーカーが行う
ソーシャルワークでもなく，臨床心理士の専門性

であるカウンセリングとも異なる独自の専門性を

有する業務として「保育指導」を規定し，確立し
ていくことが必要とされる。

保育土が社会福祉専門職として規定されているの
であれば．あくまでもソーシャルワークに基づく
保育指導．いいかえれば，保育士が行うソーシャ
ルワークが志向されなければならないと考える。

※小川（2015）の論文より筆肴がまとめた。
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注

1）２）３）ＣｉＮｉｉ（NII学術情報ナビゲータ［サイニイ］）は．論

文．図書・雑誌や博士溌文などの学術↑ｉｉｉ報で検索できるデー

タベース・サービスである。

4)「児揃の椛利に側する条約（子どもの権利条約)」は．子ど

もの蝶本的人椛を国際的に保障するために定められた条約

である。１８歳未満を「児亜（子ども)」と定義し、国際人権

規約（1966年の第２１回国連総会で採択・’976年発効）が定

める基本的人権を，その生存．成長．発達の過程で特別な

保護と援助を必要とする子どもの視点から詳説。前文と本

文54条からなり，子どもの生存．発達，保換，参加という

包括的な権利を実現・確保するために必要となる具体的な

事Jﾘiiを規定している。1989年の第44回国連総会において採

択され，1990年に発効し、日本は1994年に批准した。「子ど

もの権利条約」として生きる権利，守られる権利．育つ権

利，参加する権利の4つの柱について延べている。

「子どもの権利条約日本ユニセフ協会」

http://www,uniceforjp/aboul-unicci)/aboul-rig､hlml（2016年３月

１日）
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